
◆背景
　総務省消防庁において、「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」（以下「報告

書」という。」）がとりまとめられ、『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』（平成23年12月27日消防危第303号の全部改正）（以下「303号通知」と

いう。）が発出されました。

　303号通知では、一定の要件を満たしたリチウムイオン蓄電池を耐火性収納箱等に貯蔵し、又は取り扱う場合について

は、耐火性収納箱等ごとの指定数量の倍数を合算しないこととして差し支えないと示されました。

◆当協会の試験確認業務
　当協会では、当該耐火性収納箱等について、報告書及び303号通知の別紙１に定められた耐火性能試験等（耐火性能試験

のイメージについては図１及び図２参照）に適合することを確認するための試験確認業務を、令和6年7月24日（令和7年

10月9日一部改正）に開始しています。

　当該業務を活用することにより、消防機関による審査や検査等の手続きの簡素化が期待できますので、是非、当該業務

の活用をご検討ください。

　なお、当該業務の概要、業務規程、申請様式及び試験確認基準については、次のリンク先をご確認ください。

　また、報告書及び303号通知の他、関係通知は次のとおりです。
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リチウムイオン蓄電池に係る危険物規制に関する検討報告書（令和６年３月）
「リチウムイオン蓄電池の貯蔵及び取扱いに係る運用について」の全部改正について 

（令和６年７月２日消防危第200号通知）

危険物規制事務に関する執務資料の送付について（令和７年３月28日消防危第 56号）

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の運用について（令和７年５月27日消防危第116号）

リチウムイオン蓄電池用耐火性収納箱等の試験確認の概要

リチウムイオン蓄電池用耐火性収納箱等の試験確認に係る業務規程

申請様式

リチウムイオン蓄電池用耐火性収納箱等の耐火性能試験及び構造要件等に係る試験確認基準

https://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/guide/test_confirm/17-04_houkokusho.pdf
https://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/guide/test_confirm/17-05_tsuchi.pdf
https://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/guide/test_confirm/17-05_tsuchi.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/250328_kiho_56.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/250527_kiho_116.pdf
https://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/guide/test_confirm/20241025gaiyo.pdf
https://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/guide/test_confirm/17-01.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.khk-syoubou.or.jp%2Fpdf%2Fguide%2Ftest_confirm%2F17-03.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/guide/test_confirm/17-02.pdf
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（リチウムイオン蓄電池用耐火性収納箱等の耐火性能試験及び構造要件等に係る試験確認基準、第２より）

図１　第一試験（イメージ） 図２　第二試験（イメージ）

※断熱材には通気口を設けることができる。

【お問い合わせ先】
危険物保安技術協会　業務部

T E L：03-3436-2353 

E-mail： gyoumu@khk-syoubou.or.jp


